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課所長 様

附属機関等の設置、運営基準に関する要綱
の制定及び運用について（通知〉

延職第 13 8号
平成 11年 2月1日

総務部長

附属機関及び懇談会等の適正な設置、運営を図るため、検討会議を設け全庁的に検討を行っ

てきましたが、その検討結果に基づき「r~付属機関及び懇談会等の設置及び運営の基準に関する

要綱Jを制定し、平成 11年4月 l日から施行することとなりましたので通知します。

あわせて、要綱の運営上の留意事項等を下記の通り通知します。

F‘ 今後、審議会等の設置、運営については、本要綱等に基づき厳正なる管理を行っていただき

ますようお願いいたします。
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また、既に設置されているものについても要綱に基づき、所要の整備を速やかに実施される

ようお願いいたします。

記

1 添付資料

(1) 附属機関及び懇談会等の設置及び運営の基準に関する要綱………－（資料 1) 
（平成 11年4月 1日施行）

(2) 要綱の運用にあたっての留意事項等………ー…………………………（資料 2)

（平成 11年4月 1日施行）

① 要綱の迎用にあたっての留意事項

② ド付属機関及び懇談会等以外の会談、会合に関する留意事項

③ 庁内プロジェクトチーム等の設出等に関する留芯事項

※資料 l、2につきましては、内部資料としてのみ活用し、取り扱いには十分注怠

してくださし、。

2 今後の取り組み等

(1) 要綱に基づく名称、委員の構成の見直し

(2) 1 1年度実施に向けた、 3月議会での条例整備および規則lの整備

(3) 1 1年度当初予算における「報償資」および「委員報酬Jの整理

（文書取扱 i倣員課人事係〉



取扱注意 資料i
附属機関及び懇談会等の設置及び運営の基準に関する要綱

（趣旨）

第 l条 この要綱は、附属機関及び懇談会等の設置及び運営に関し、必要な事項を定める

ものとする。

〈定義）

第2条 この要綱において「附属機関Jとは、地方自治法〈昭和 22年法律第 67号〉第

I 3 8条の 4第3項の規定により法律又は条例の定めるところにより設置される審議会

等であって、執行機関からの求めに応じ、その行政執行に必要な調停、審査、審議又は

調査等を行う機関をいう。

,.. 2 この要綱において「懇談会等j とは、調停、審査、，諮問又は調査を目的としない行政

運営上の意見の聴取、懇談等の場として、規則の定めるところにより設置されるもので

あって、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求めるものをし寸。

（附属機関の設置）

第3条 附属機関は、法律の定めるところにより設置が義務付けられているものを除き、

次に掲げる条件のいずれにも該当する場合に限り設置するものとする。

(1) 市民の広範な意見や専門的知識を行政に反映し、又は公正性を確保するため、市民

、各種団体、専門的知識を有する者等の意見を必要とすること。

(2) 前号に規定する者から個別に意見を聴取するだけでは不十分であること。

(3) 他に審議事項を調査審議させる適当な附属機関が存在しないこと。

，‘ 2 設置の必要な期間が臨時的なものである場合は、条例に期限を明示すること。

（附属機関の委員の選任〉

第4条 附属機関の委員の選任にあたっては、法令等に特別な定めのある場合を除き、そ

の設置の目的に応じて、市民の幅広い意見及び専門的観点からの意見の反映並びに公正

性の確保を図るため、次の各号に定める事項に留意するものとする。

(1) 委員の選任にあたっては、広く市民の意見を聴くため、広範な各層から選任するこ

と。

(2) 満年齢70歳を超えた者は、原則として選任しないこと。ただし、充職による選任

等の場合は、この限りでない。

(3) 同一人に複数の委員の職が集中しないよう留意すること。やむを得ず兼務する場合

については、原則として 5機関までとすること。
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(4) 委員としての在任期間は、概ね 10年までとし、それ以降は原則として更新をしな

いこと。ただし、充職による選任等の場合は、この限りでない。

(5) 委員の充職の基準を見直し、充職による選任は、必要最小限にとどめること。

(6) 各種団体に委員の推薦を依頼する場合は、その代表者に限定せず、できるだけ他に

委員の職を兼務していない者を推薦してもらうこと。

(7) 「のべおか女性プラン 21 （平成 17年度における女性の登用率目標値30 %）」

に基づき、委員について女性の積極的登用を図ること。

(8) 市職員は原則として委員に任命しないこと。ただし、審議の内容が専門技術的で市

職員の参加が必要不可欠である場合など特別な事情があると認められる場合は例外と

する。

2 委員を任命する場合は発令行為を行い、委員に対して費用を支払う場合の歳出科目は、

，‘ 報酬又は費用弁償としての旅費となるものであること。

3 委員の数は、原則として 20人以内とすること。

（附属機関の設置等の見直し）

第 5条 既に設置されている附属機関のうち、次の各号のいずれかに該当するものについ

ては、廃止又は統合を検討するものとする。

(1) 所期の目的を達したもの

(2) 社会経済情勢の変化等により必要性が著しく低下してきたもの

の） 活動の実績が少ないもの

(4) 開催されていても形式的で設置の効果が乏しいもの

(5) 関係者からの意見聴取その他の方法により設置の目的の達成が可能なもの

’‘ (6) 設置の目的、所掌事務及び委員の構成が他の附属機関と類似し、又は重複してい

るもの等、行政の総合性又は効率性の確保の見地から他の附属機関との統合が望ま

しいもの

（事務手続等〉

第6条 附属機関の設置、廃止、統合及び運営に関する条例等の改正にあたっては、総務

部長、総務課長及び職員課長に合議するものとする。

2 附属機関の委員の選任にあたっては、事前に職員課長に合議すること。なお、合議に

あたっては、委員に任命しようとする者について別に定める様式の名簿を添付するもの

とする。
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〈懇談会等の設置、運営基準〉

第7条 懇談会等の設置、運営等にあたっては、次の各号に定める事項に留意するものと

する。

(1) 懇談会等の設置、運営等に係る定めは、規則によること。なお、臨時的なものであ

る場合は、設置の期限を明示すること。

(2) 附属機関と誤って受け取られるような組織としての意思を決定するための手続（議

決手続き及び定足数）による運営を行わないこと。

(3) 懇談会等に係る規則等においては、次の事項に留意するものとする。

ア 附属機関と誤って受け取られるような「審査会J、 「審議会」、 「調査会J、 「

委員会」を付した名称は用いないこと。

イ 附属機関の所掌事務と誤って受け取られるような「調停するJ、 「審議するJ、

’‘ 「審査するJ、 「諮問するJ、 「答申するJの表現は用いないこと。

ウ 附属機関の審議結果と誤って受け取られるような「答申J、 「建議Jの表現は用

いず、 「報告書」、 「提言書」、 「意見書J等の表現を用いること。

2 第5条及び第 6条第 1項の規定は、懇談会等の設置、運営等について準用する。

（懇談会等の構成員の決定等）

第8条懇談会等の構成員の決定等にあたっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 決定に際しては、発令行為を行うこと。

(2) 出席者に対して費用を支払う場合の歳出科目は、報酬又は費用弁償としての旅費

となるものであること。

2 構成員に関するその他の事項については、第4条の規定の趣旨を踏まえて決定するも

’‘ のとする。

3 第6条第2項の規定は、懇談会等の構成員の決定等について準用する。

附員lj

（施行期日〉

この要綱は、平成 11年4月1日から実施する。ただし、既に設置されている附属機関

に係る第4条の規定は、平成 11年4月1日以降の最初の改選時期から適用する。
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•. ｜取扱注意｜

要綱の運用にあたっての留意事項等（平成11年4月1日施行）

1 要綱の運用にあたっての留意事項

(1) 第2条第2項関係

資 料2

懇談会等とは、行政運営上の意見の聴取、懇談等の場として、規則により設置、運営さ

れるもので、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求めることを予定して

いるものであり、次に掲げるものは該当しない（単なる会議、会合として除外すること。）。

① 関係行政機関の職員のみを構成員とするもの

② 関係団体問の調整や啓発を目的としたもの

③連絡調整を目的としたもの

④ 懇談のみにとどまり、懇談の結果を整理した報告書等の作成を予定しないもの

,.. (2) 第4条関係

,. 

① 第 l項関係

附属機関の委員の構成については、法令等である程度の規定がなされているが、個々

の任命は、執行機関の裁量に委ねられている場合が多いことから、一般的な委員の任命

基準を明示することとしたものである。なお、懇談会等の構成員についても本規定の趣

旨を踏まえて決定するものとする。

第 2号

現に活躍している世代からの幅広い意見を反映し、時代に対応した一層活発な審

議を行うため、 70歳を越える者の任命は原則避けることとした。

第 3号

市民の幅広い意見を反映するため、同一人による委員の兼職を 5機関までに制限

することとした。この 5機関には懇談会等を含めるものとする。

第 4号

市民の幅広い意見を反映するため、在任期間を制限することとした。なお、本規

定にかかわらずできるだけ再任を重ねないことが望ましい。

第 5号

「充職Jとは、特定の職にある者を、条例等の規定により、附属機関の委員の職

に自動的に充てるものである。

第8号

附属機関の第三者機関としての性格を踏まえ、市職員は原則として委員に任命し

ないこととしたものである。市職員は諮問側として求めに応じて適切な意見の表明

を行うものとする。
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② 第2項

附属機関の委員は特別職の地方公務員であり、任命に際しては発令行為を行い、報酬

及び必要に応じて旅費を支給すること。

③ 第3項

効果的、効率的運営を行うため委員数の上限を 20人としたものであり、設置目的や

審議内容等を考慮し、必要最小限の人員とすること。

(3）第 6条第 2項関係

附属機関の委員を任命しようとする場合の職員課長への合議にあたっては、委員に任命

しようとする者について次の事項を記載した所定の様式の名簿を添付するものとする。

なお、本規定は懇談会等の構成員について準用する。

①氏名（ふりがな） ④就任日、任期満了日及び初就任日

② 審議会等における役職名 ⑤ 役職名

③ 年齢 ⑥ 充職による選任の有無

2 附属機関及び懇談会等以外の会議、会合等に関する留意事項

本要綱に規定される附属機関及び懇談会等以外の会議、会合等については、次の事項に

留意すること。

① 会議等の設置、運営に関する定めは規則、訓令等の制度的な形式によらず、原則と

して要綱等によること。

② 構成員の決定に際しては、発令行為は行わず、一般の文書により依頼すること。

③ 出席者に対して費用を支払う必要がある場合の歳出科目は、報酬ではなく、報償金

または費用弁償としての旅費となるものであること。

3 庁内プロジェクトチーム等の設置等に関する留意事項

市職員のみで構成するプロジェクトチーム等の設置等については、次の事項に留意する

こと。

① 構成員の決定等に際しては、原則として発令行為は行わず、一般の文書により依頼

すること。

② 関係部課聞の調整や連絡調整等を目的としたものは、会議、会合として除外するこ

と。

③ 設置、構成員の決定等にあたっては、職員課長に合議するものとする。
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審議会等設置、運営基準検討会議の検討結果け託金）

1 「附属機関及び懇談会等の設置及び運営の基準に関する要綱」の制定（平成11年4月1目的適用）

（主な内容）

(1)要綱の適用範囲は「附属機関Jと「懇談会等Jとする。

・附属機関一一法律又は条例に基づき設置される審議会等

・懇談会等一一規則に基づき設置される意見の聴取、懇談等の場

(2）設置・運営基準

・設置の条件

－見直し（統廃合）の条件

・懇談会等の名称、運営基準（附属機関との区別の明確化）

(3）委員の選任基準等

－年齢の上限は原則 70歳

．兼務は5機関まで

・在任期間は 10年まで

．女性の積極的登用

・市職員は委員から除外

・委員数は 20人以内

－特別職の地方公務員として位置づけ

(4）事務手続き基準の明確化

－事務手続き（合議）

－委員のデータ登録（氏名、年齢、任期等）

2 現行の審議会等の見直し
（数字は機関数）

見直し後の位置づけ
現在の位置づけ

附属機関｜懇談会等：｜会議．会合等｜その他

附属機関

懇談会等

（私的諸問機関）

合 計

3 今後の取り組み

3 2 

2 8 

6 0 

※ 部分が、要綱の適用される範囲。

(1)要綱に基づく名称、委員の構成の見直し

2 

4 

6 

(2) 1 1年度実施に向けた、 3月議会での条例整備および規則の整備

(3）当初予算における「報償費Jおよび「委員報酬」の整理

2 

1 2 

1 4 



附属機関及び懇談会等の設置及び運営の基準に関する要綱〈零）

（趣旨）

第l条 この要綱は、附属機関及び懇談会等の設置及び運営に関し、必要な事項を定める

ものとする。

（定義）

第2条 この要綱において「附属機関Jとは、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第

1 3 8条の4第3項の規定により法律又は条例の定めるところにより設置される審議会

等であって、執行機関からの求めに応じ、その行政執行に必要な調停、審査、審議又は

調査等を行う機関をいう。

,.. 2 この要綱において「懇談会等Jとは、調停、審査、諮問又は調査を目的としない行政

，－ 

運営上の意見の聴取、懇談等の場として、規則の定めるところにより設置されるもので

あって、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求めるものをし寸。

（附属機関の設置）

第3条 附属機関は、法律の定めるところにより設置が義務付けられているものを除き、

次に掲げる条件のいずれにも該当する場合に限り設置するものとする。

(1) 市民の広範な意見や専門的知識を行政に反映し、又は公正性を確保するため、市民

、各種団体、専門的知識を有する者等の意見を必要とすること。

(2) 前号に規定する者から個別に意見を聴取するだけでは不十分であること。

(3) 他に審議事項を調査審議させる適当な附属機関が存在しないこと。

2 設置の必要な期間が臨時的なものである場合は、条例に期限を明示すること。

（附属機関の委員の選任）

第4条 附属機関の委員の選任にあたっては、法令等に特別な定めのある場合を除き、そ

の設置の目的に応じて、市民の幅広い意見及び専門的観点からの意見の反映並びに公正

性の確保を図るため、次の各号に定める事項に留意するものとする。

(1) 委員の選任にあたっては、広く市民の意見を聴くため、広範な各層から選任するこ

と。

(2) 満年齢70歳を超えた者は、原則として選任しないこと。ただし、充職による選任

等の場合は、この限りでなし、。

(3) 同一人に複数の委員の職が集中しないよう留意すること。やむを得ず兼務する場合

については、原則として 5機関までとすること。

、．，



(4) 委員としての在任期間は、概ね 10年までとし、それ以降は原則として更新をしな

いこと。ただし、充職による選任等の場合は、この限りでない。

(5）委員の充職の基準を見直し、充職による選任は、必要最小限にとどめること。

(6) 各種団体に委員の推薦を依頼する場合は、その代表者に限定せず、できるだけ他に

委員の職を兼務していない者を推薦してもらうこと。

(7) 「のべおか女性プラン 21 （平成 17年度における女性の登用率目標値30 %）」

に基づき、委員について女性の積極的登用を図ること。

(8) 市職員は原則として委員に任命しないこと。ただし、審議の内容が専門技術的で市

職員の参加が必要不可欠である場合など特別な事情があると認められる場合は例外と

する。

2 委員を任命する場合は発令行為を行い、委員に対して費用を支払う場合の歳出科目は、

,.. 報酬又は費用弁償としての旅費となるものであること。

_.. 

3 委員の数は、原則として 20人以内とすること。

（附属機関の設置等の見直し）

第5条 既に設置されている附属機関のうち、次の各号のいずれかに該当するものについ

ては、廃止又は統合を検討するものとする。

(1) 所期の目的を達したもの

(2) 社会経済情勢の変化等により必要性が著しく低下してきたもの

(3) 活動の実績が少ないもの

(4) 開催されていても形式的で設置の効果が乏しいもの

(5) 関係者からの意見聴取その他の方法により設置の目的の達成が可能なもの

(6) 設置の目的、所掌事務及び委員の構成が他の附属機関と類似し、又は重複してい

るもの等、行政の総合性又は効率性の確保の見地から他の附属機関との統合が望ま

しいもの

（事務手続等）

第6条 附属機関の設置、廃止、統合及び運営に関する条例等の改正にあたっては、総務

部長、総務課長及び職員課長に合議するものとする。

2 附属機関の委員の選任にあたっては、事前に職員課長に合議すること。なお、合議に

あたっては、委員に任命しようとする者について別に定める様式の名簿を添付するもの

とする。



(4）委員としての在任期間は、概ね 10年までとし、それ以降は原則として更新をしな

いこと。ただし、充職による選任等の場合は、この限りでない。

(5) 委員の充職の基準を見直し、充職による選任は、必要最小限にとどめること。

(6) 各種団体に委員の推薦を依頼する場合は、その代表者に限定せず、できるだけ他に

委員の職を兼務していない者を推薦してもらうこと。

(7) 「のべおか女性プラン 21 （平成 17年度における女性の登用率目標値 30 %) J 

に基づき、委員について女性の積極的登用を図ること。

(8) 市職員は原則として委員に任命しないこと。ただし、審議の内容が専門技術的で市

職員の参加が必要不可欠である場合など特別な事情があると認められる場合は例外と

する。

2 委員を任命する場合は発令行為を行い、委員に対して費用を支払う場合の歳出科目は、

,.. 報酬又は費用弁償としての旅費となるものであること。

’‘ 

3 委員の数は、原則として 20人以内とすること。

（附属機関の設置等の見直し）

第 5条 既に設置されている附属機関のうち、次の各号のいずれかに該当するものについ

ては、廃止又は統合を検討するものとする。

(1) 所期の目的を達したもの

(2) 社会経済情勢の変化等により必要性が著しく低下してきたもの

(3) 活動の実績が少ないもの

(4) 開催されていても形式的で設置の効果が乏しいもの

(5) 関係者からの意見聴取その他の方法により設置の目的の達成が可能なもの

(6）設置の目的、所掌事務及び委員の構成が他の附属機関と類似し、又は重複してい

るもの等、行政の総合性又は効率性の確保の見地から他の附属機関との統合が望ま

しいもの

（事務手続等〉

第6条 附属機関の設置、廃止、統合及び運営に関する条例等の改正にあたっては、総務

部長、総務課長及び職員課長に合議するものとする。

2 附属機関の委員の選任にあたっては、事前に職員課長に合議すること。なお、合議に

あたっては、委員に任命しようとする者について別に定める様式の名簿を添付するもの

とする。



（懇談会等の設置、運営基準）

第7条 懇談会等の設置、運営等にあたっては、次の各号に定める事項に留意するものと

する。

(1) 懇談会等の設置、運営等に係る定めは、規則によること。なお、臨時的なものであ

る場合は、設置の期限を明示すること。

(2) 附属機関と誤って受け取られるような組織としての意思を決定するための手続〈議

決手続き及び定足数〉による運営を行わないこと。

(3) 懇談会等に係る規則等においては、次の事項に留意するものとする。

ア 附属機関と誤って受け取られるような「審査会」、 「審議会J、 「調査会J、 「

委員会Jを付した名称は用いないこと。

イ 附属機関の所掌事務と誤って受け取られるような「調停する」、 「審議するJ、

,.. 「審査するJ、 「諮問する」、 「答申する」の表現は用いないこと。

，． 

ウ 附属機関の審議結果と誤って受け取られるような「答申」、 「建議Jの表現は用

いず、 「報告書J、 「提言書J、 「意見書」等の表現を用いること。

2 第5条及び第6条第 l項の規定は、懇談会等の設置、運営等について準用する。

〈懇談会等の構成員の決定等）

第 8条 懇談会等の構成員の決定等にあたっては、次の事項に留意するものとする。

(1）決定に際しては、発令行為を行うこと。

(2) 出席者に対して費用を支払う場合の歳出科目は、報酬又は費用弁償としての旅費

となるものであること。

2 構成員に関するその他の事項については、第4条の規定の趣旨を踏まえて決定するも

のとする。

3 第6条第2項の規定は、懇談会等の構成員の決定等について準用する。

附則

（施行期日）

この要綱は、平成 11年4月1日から実施する。ただし、既に設置されている附属機関

に係る第4条の規定は、平成 11年4月l日以降の最初の改選時期から適用する。



要綱の運用にあたっての留意事項等（平成 11年4月l日胞行） 符）

1 要綱の運用にあたっての留意事項

(1) 第2条第2項関係

懇談会等とは、行政運営上の意見の聴取、懇談等の場として、規則により設置、運営さ

れるもので、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求めることを予定して

いるものであり、次に掲げるものは該当しない（単なる会議、会合として除外すること。）。

① 関係行政機関の職員のみを構成員とするもの

② 関係団体問の調整や啓発を目的としたもの

③連絡調整を目的としたもの

④ 懇談のみにとどまり、懇談の結果を整理した報告書等の作成を予定しないもの

,.. (2) 第4条関係

’‘ 

① 第 l項関係

附属機関の委員の構成については、法令等である程度の規定がなされているが、個々

の任命は、執行機関の裁量に委ねられている場合が多いことから、一般的な委員の任命

基準を明示することとしたものである。なお、懇談会等の構成員についても本規定の趣

旨を踏まえて決定するものとする。

第 2号

現に活躍している世代からの幅広い意見を反映し、時代に対応した一層活発な審

議を行うため、 70歳を越える者の任命は原則避けることとした。

第3号

市民の幅広い意見を反映するため、同一人による委員の兼職を 5機関までに制限

することとした。この 5機関には懇談会等を含めるものとする。

第4号

市民の幅広い意見を反映するため、在任期間を制限することとした。なお、本規

定にかかわらずできるだけ再任を重ねないことが望ましい。

第 5号

「充職Jとは、特定の職にある者を、条例

員の職に自動的に充てるものである。

第 8号

等の規定により、附属機関の委

附属機関の第三者機関としての性格を踏まえ、市職員は原則として委員に任命し

ないこととしたものである。市職員は諮問側として求めに応じて適切な意見の表明

を行うものとする。
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②第2項

附属機関の委員は特別職の地方公務員であり、任命に際しては発令行為を行い、報酬

及び必要に応じて旅費を支給すること。

③第3項

効果的、効率的運営を行うため委員数の上限を 20人としたものであり、設置目的や

審議内容等を考慮し、必要最小限の人員とすること。

(3) 第6条第2項関係

附属機関の委員を任命しようとする場合の職員課長への合議にあたっては、委員に任命

しようとする者について次の事項を記載した所定の様式の名簿を添付するものとする。

なお、本規定は懇談会等の構成員について準用する。

①氏名（ふりがな） ④就任日、任期満了日及び初就任日

② 審議会等における役職名 ⑤役職名

③ 年齢 ⑥ 充職による選任の有無

2 附属機関及び懇談会等以外の会議、会合等に関する留意事項

本要綱に規定される附属機関及び懇談会等以外の会議、会合等については、次の事項に

留意すること。

① 会議等の設置、運営に関する定めは規則、訓令等の制度的な形式によらず、原則と

して要綱等によること。

②構成員の決定に際しては、発令行為は行わず、一般の文書により依頼すること。

③ 出席者に対して費用を支払う必要がある場合の歳出科目は、報酬ではなく、報償金

または費用弁償としての旅費となるものであること。

3 斤内プロジェク卜チーム等の設置等に関する留意事項

市職員のみで構成するプロジェクトチーム等の設置等については、次の事項に留意する

こと。

①構成員の決定等に際しては、原則として発令行為は行わず、一般の文書により依頼

すること。

② 関係部課間の調整や連絡調整等を目的としたものは、会議、会合として除外するこ

と。

③ 設置、構成員の決定等にあたっては、職員課長に合議するものとする。



、 、
若手書義~寄与~ Ii蓋 し 〈害程〉

平成ll年 1月18日

審議会等の 名 称
量与 現行 調査結 果〈人） 見直し後の分類

見直 しの理由議開 分類 委員賞 7 0才目上 I O年目上 充 E 市IH 付属霊園 録会等 会遣会合 その他

国土利用計画策定審議会 有 付属E日 一 一 一 一 。
国土利用計画法 8条により市長が諮問する。前回は昭和55年に策定。

長期総合計画審議会 有 lfiH 33 6 。 。 。
延岡市長期総合計画審議会条例｜市職員は県北地区労組の立場として釧

2 しており、職員は原則除外で構わなし、。
現技量持 ※ 1 委員の総数については、議会の関係もあり20人に削減は難しい。

個人情報保護審議会 有 付属霊目 9 。 。 4 2 。 個人情報の保護に関する条例 12条

3 

除外 職員は除外したい。

防災会議 有 格闘 40 。 。 40 14 。 地方自治法202-3の付属機関 防災会議条例｜防災会議は関係行政機関の
4 職員から摘成されており、

現技量持 芸技量持 市職員は除外できない。また委員の数も会議の機能上、現状維持したい。

公務災害補償等認定委員会 有 村民間 5 。 2 。 地方公務員災害補償法並びに条例
5 

除外 認定委員会としての性絡を考慮して市職員は除外したい。

公務災害補償審査会 有 付属富良 3 一 。ーーーーーー ・・・・・・3 。向上（独立した機能を持つ機関）
6 

労働安全衛生委員会 無 村民間 18 。 。 17 。ーーーーーー ・・・・・・3 。法律に基づく労使の協議機関

7 

特別職職員等報酬審議会 有 村富言語 10 。 。 。。 国の通達により報酬審議会条例を制定

8 

特別土地保有税審議会 有 lfHM 5 。 2 2 。 地方税法603-3-1 特別土地保有税審議会条例
9 

※ 2 地方税法の規定により、市の職員の委員としての参加は必要である。

国民健康保険運営協議会 有 付属矧 22 3 6 。 。。 地方自治法202-3の付属機関 国民健康保険条例

10 

削減 条例を改正して、委員の定数を19人に削減したい。

各審議会等の下欄が見直し後の結果を表示している。変更の無いものは無記入。



、 、
毛筆書義 4註寄与 5iL ~ し 〈 雲足〉

平成11年 1月18日

審議会等の名称
量与 現行 調査結 果〈人） 見直し後の分類

見直 しの理由U( 分類 委員 2 70才目上 I 0年目上 主 E 事IH 付属制 総会等 金書会合 その他

生活環境保護審議会 有 付属H 18 。 10 。。 生活環境保護条例

11 

安全で住みよい高づ（りu師会 有 付属U1 15 。 15 。 安全で住みよいまちづくり条例

12 
除外 市職員は除外したい。

社会福祉事業基金運用審議会 有 ttHM 10 。 。 2 。 社会福祉事業基金運用審議会条例

13 
除外 市職員は除外したい。

民生委員推薦会 有 付露関 14 2 。 6 3 。 民生委員法民生委員は高齢化している。
14 

※ 1 会の性格上、福祉保健部長のみ委員として残したい。

児童福祉審議会 有 付属害関 17 。 。 。 児童福祉法（任意設置） 児童福祉審議会規定 条例の制定が必要
15 

除外 市職員は除外したい。

水産振興委員会 有 村長査員 24 4 4 7 。。
水産振興委員会設置条例｜委員の数については、条例に定めており、先に

16 選任したばかりであるので、今後、改選の時期
検討中 等を見ながら、 20名以内にしていきたい。

商工業振興審議会 有 ≪HM 20 。 。 15 。 商工業振興審議会条例

17 

除外 市職員は除外したい。

中小企室長男セン~－U委員会 有 村長！M 15 。 。 8 。・・・・・・〉 。 中小企業振興センタ一条例

18 

会議会合として位置づける。

企業立地審議会 有 «H：~ 10 6 。 企業立地促進条例

19 
除外 市職員は除外したい。

都市景観審議会 有 骨髄島 15 。 。 2 2 。 都市景観審議会条例 市職員は外してもよい

20 

除外 市職員は除外したい。

各審議会等の下欄が見直し後の結果を表示している。変更の無いものは無記入。
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、 、
毛筆書義 4言寄与 32.. Il室 し 〈罫豆〉

平成ll年 1月18日

審議会等の名 称
量与 現行 調査結 果 見直し後の分類

家倒 分類 委員賞 7 0才目上 IO年目上 充 E 市闘賞 lfll目 車議会等 金書会合 その他 見直 しの理由

都市計画審議会 有 付限目 14 5 3 。 都市計画審議会条例
21 

除外 市職員は除外したL、。

緑化美化推進審議会 有 lfHr4 一 一 一 一 一 。
緑化美化推進条例 実際は20年近く開催されていないが、今後審議予定。

22 

新たに選任するので、基準を準用したい。

野田地区土地区画整理審議会 有 付属霊園 10 。 。 。 。。
土地区画整理法 土地区画整理事業施行条例

23 

建築審査会 有 付属盟国 7 。 。 。。 建築基準法建築審査会条例
24 

心身障害児就学指導委員会 有 fiH~ 18 2 。 3 。 心身障害児就学指導委員会条例
25 

延岡市就学指導委員会 17 2 市職員は l名削減して 2名は最低必要であり、残したい。

社会教育委員会議 有 討結2 13 3 9 。。・・・・・9 。 専門委員である社会教育委員の会議として整理。
26 

公民館運営審議会 有 付H~~ 13 。 。 。 。。 社会教育法公民館条例
27 

南浦共同調理場運営委員会 有 付属IM 12 。 。 12 。。 学校給食法 学校給食共同調理場条例
28 

※ 6 充識を 6人に削減。

島野浦共同調理場運営委員会 有 付H~ 13 。 。 13 。。 学校給食法学校給食共同調理場条例
29 

※ 4 充職を 4人に削減。

文化財保護審議会 有 付属霊園 7 5 3 。 。。 文化財保護条例

30 

各審議会等の下欄が見直し後の結果を表示している。変更の無いものは無記入。
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、 、
宅答書義 4註寄与 F邑 E室 し 〈雲足〉

平成11年 l月18日

審議会等の 名 称
量与 現行 調査結 果 見直し後の分類

見直 しの理由条目 分類 委員 2 10才目上 IO年目上 充 E 市E員数 付属翻 E議会事 ム：：.•霊Eム耳A目 その他

図書館協議会 有 付属関 8 。 。 。 。。 図書館法 カルチャープラザのべおか条例
31 

水防協議会 有 付属軍国 23 。 23 9 。 水防法水防協議会条例 ｜関係行政機関の職員で委員が構成されており
32 委員の数、市職員数とも現状維持のままでな

現ltl持 総量持 いと、会の機能が維持できない。

各審議会等の下欄が見直し後の結果を表示している。変更の無いものは無記入。
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、 、
毛 筆 書 義 4註害事 5邑 E蓋 し 〈雲足〉 平成ll年 1月18日

審議会等 の名称
量与 現行 調査結 果 見直し後の分類

見直 し の 理 由
金調 分類 番目置 70才目上 I O年目上 充 E 荷車問 ttlH 車護会等 全車会合 その地

行政改革推進懇談会 無 S読会等 13 3 。 13 。 。 民意反映が目的。行革本部へ提言・助言をおこなう。

延岡市人権啓発推進協議会 無 g葉会等 107 。 。 107 18 。・・・・・・2 。市から独立した協議会である。啓発活動を主に行っている。

2 

女性行政懇話会 無 E護金等 15 。 。 。 。 。 「広く意見を聴く Jことが目的である。

3 

国民年金委員協議会 無 Z霊会等 62 20 32 。 。 。・・・・・・2 。年金制度の普及拡大が目的であり、県が発令を行っている。

4 

水難事故防止対策協議会 無 塁議会等 24 2 。 24 2 。・・・・・0 。市長が会長を務め、水難事故の事故防止策を具体的に定めることが目的。

5 

交通安全対策本部 無 Eまさ等 43 4 2 43 2 。・・・・・・2 。交通安全対策事業を実施する。年間予算は 50万円。

6 

き高是~IカE等u事2所持議会 無 2まさ等 32 2 。 32 。・・・・・・2 。市も会員として 20 0 0円を供出。官民一体となった暴力追放運動。

7 

交通遺児育成会 無 Eまさ等 14 2 14 2 。・・・・・9 。任意団体。奨学金を月額 90 0 0円を現在 8名に貸与している。

8 

延岡市ごみ減量化対策協議会 無 Eまさ等 18 3 。 15 。 。 対策のための協力依頼を行ったり、意見を聴取する 2面性がある。

9 

老人ホーム入所判定委員会 盤 E設会等 5 。 G-ぃ・ 0 入所判定審査を行うことは私的諮問機関の性格を越えるもの。 ｜※介護保
10 険との関

除外 係から新たな制度に整理統合が予測され、当面現行とおりで運営したい。

各審議会等の下欄が見直し後の結果を表示している。変更の無いものは無記入。

-5-



、、
毛筆書義 4註寄与 5邑 ce: し 〈 賓 室 〉 平成11年 l月18日

審議会等の名
島与 現行 調査結 果 見直し後の分類

見直 しの理由称
条例 分類 委員賞 70才目上 I 0年目上 充車 市IH 付属軍国 g議会等 金書会合 その地

在宅介駁，~，，－運営ll師会 無 皇査会寺 17 。 6 3 。----€> センター聞の運営について調整を行うための会議として整理。

11 
在宅介護支aセンタ－Ul益金量

L,.;-

高齢者サービス調整会議 無 患議会等 17 。 7 3 。----€> サービスの総合調整を図ることを目的とした会議として整理。

12 

高齢者保健福祉推進会議 無 S議会等 一 一 一 一 一 。 「延岡市老人保健福祉計画jの推進のための調査研究を行い市長に提言。

13 
高齢者保健福祉推進懇話会

献血推進協議会 無 星まさ等 15 。 。 。 。 。・・・・・9 。献血推進のための広報活動をおこなう。年間予算は 16万円。

14 

崩宙開きや高島蓄にや8しいおづ（り控室主主会 無 塁まさ等 29 2 。 29 。 9年度で解散。

15 

農林業振興対策協議会 無 車議会等 30 4 30 。・・・・・・〉 。農林業施策の総合的推進を目的として事業を実施。年間予算 70 0万円。
16 

勤労青少年ホーム運営委員会 無 録会等 13 。 5 0・・ー）（） 運営に関する意見の聴取。会則に設置目的を具体的にしたい。

17 

延岡駅前周辺整備推進協議会 無 2議会等 28 。 20 10 。----€> 街並整備推進に関し、調査研究協議調整を行う会議として整理。

18 

延岡街づくり委員会 無 gまさ等 27 。 。 17 4 。・・・・・・〉 。市、商工会議所、商店街が負担金を支出して街づくり推進事業を実施。

19 

海水浴場等管理委員会 有 g葉会等 16 。 16 3 。 市長の諮問に応じて、計画作成の援助、指導を行っている。協議会で整理

20 

各審議会等の下欄が見直し後の結果を表示している。変更の無いものは無記入。
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、、
毛筆書義 4註寄与 5邑 TI§[ し 〈 賓室〉 平成11年 1月18日

審強会等の 名称
量与 現行 調査結 果 見直し後の分類

見直 し の 理 由
条例 分類 委員賞 7 0才目上 I 0年目上 充 E 市IH 村II関 S議会等 金書会合 その他

一
矧市中小金量量級普賢福島笠堂監 無 総会等 5 。 。 5 10  ・・ ・三金f-J.O 補助金を交付する対象企業の審査を行うことを目的としている。

21 

定．詰険料哉
加・・・・圃圃圃園田園’

アウトリーチ歪塁全 無 車議会等 12 。 。 5 。 教育委員会に対して、適切な提言や学校への助言を行っている。

22 -
アウトリーチ懇談会 11 8 除外

青少年育成セント運営悔議会 有 録会等 12 。 4 。 センター運営のために関係機関が協議を行う場。

23 

11 。 3 除外

生涯学習推進会議 無 認会等 25 。 25 10 。----€> 行政と民間が意見を交換しながら生涯学習の計画をしていく会議。

24 
20 。 。

生i;n~u字路童話2会 無 悪議会等 19 2 。 16 。 。・・・・・・〉 。生涯学習の総合的、効果的な推進のための事業を行っている。

25 

文化功労者選考委員会 無 華設会等 15 3 。 。 G-』－・0 詩問に応じて文化功労者を審議している。

26 

幼少年婦人防火委員会 無 2まさ等 9 。 。 9 5 。・・・・・・2 。任意の協力団体である。 70万円の助成金を受けている。

27 

名称については親法との関係から現状維持

明るい選挙推進協議会 無 星設会等 29 8 。 26 。・・・・・・〉 。明るい選挙を推進するための事業の実施主体になっている。

28 

各審議会等の下摘が見直し後の結果を表示している。変更の無いものは無記入。
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署言語義妥当主毒事の5豆E亘し｛こっし、て

（部課長会説明資料） H. 11. 2. 1 

1 審議会等設置・運営基準検討会議において検討した結果を基に、 「付属機関

及び懇談会等の設置及び．運営の基準に関する要綱」を作成し、平成 11年4月

1日から施行することになったので、その取扱について宜しくお願いしたい。

2 これは、審議会や懇談会等の設置・運営基準を明確にし、適正な設置、運営

を図って貰うことを目的に作成したものである。

3 そこで、この要綱に基づいて、速やかに所要の整備を行ってもらいたい。

尚、先の検討会議において、各課の審議会等については、既に見直しを行って

いるので、その結果を基に検討してもらいたい。

検討会議の結果については各部の委員さん、又は職員課に確認してもらいた

詳しくは、文書に書いているが、

(1）要綱に基づく名称や委員の見直し

(2) 1 1年度実施に向けての、 3月議会での条例や規則の整備

(3) 当初予算での「報償費」 「委員報酬」の整備

等を時間もないので早急にお願いしたい。

4 又、この要綱の取扱については、内部資料としてのみ活用し、取扱について

は十分に注意をしてもらいたい。

5 その他、色々と疑義が有る場合には、主幹課は職員課となっているので、合

議してもらいたい。

以上



課所長 様

附属機関等の設置、運営基準に関する要綱
の制定及び運用について（通知）

延職第 13 8号
平成 11年2月1日

総 務 部 長

附属機関及び懇談会等の適正な設置、運営を図るため、検討会議を設け全庁的に検討を行っ

てきましたが、その検討結果に基づき「附属機関及び懇談会等の設置及び運営の基準に関する

要綱Jを制定し、平成 11年4月 l日から施行することとなりましたので通知します。

あわせて、要綱の運営上の留意事項等を下記の通り通知します。

’‘ 今後、審議会等の設置、運営については、本要綱等に基づき厳正なる管理を行っていただき

,.. 

ますようお願いいたします。

また、既に設置されているものについても要綱に基づき、所要の整備を速やかに実施される

ようお願いいたします。

記

1 添付資料

(1) 附属機関及び懇談会等の設置及び運営の基準に関する要綱…二……（資料 1) 
（平成 11年4月1日施行）

(2) 要綱の運用にあたっての留意事項等…………ー……………一………（資料 2)

（平成 11年4月 l日施行〉

① 要綱の運用にあたっての留意事項

② 附属機関及び懇談会等以外の会議、会合に関する留意事項

③ 庁内プロジェクトチーム等の設置等に関する留意事項

※資料 l、2につきましては、内部資料としてのみ活用し、取り扱いには十分注意

してください。

2 今後の取り組み等

(1) 要綱に基づく名称、委員の構成の見直し

(2) 1 1年度実施に向けた、 3月議会での条例整備および規則の整備

(3) 1 1年度当初予算における「報償資」および「委員報酬｜」の整理

〈文書取扱職員課人事係）



！取扱注 ~~S~］ 資料1
附属機関及び懇談会等の設置及び運営の基準に関する要綱

（趣旨〉

第 l条 この要綱は、附属機関及び懇談会等の設置及び運営に関し、必要な事項を定める

ものとする。

（定義）

第2条 この要綱において「附属機関Jとは、地方自治法〈昭和 22年法律第 67号）第

1 3 8条の 4第3項の規定により法律又は条例の定めるところにより設置される審議会

等であって、執行機関からの求めに応じ、その行政執行に必要な調停、審査、審議又は

調査等を行う機関をいう。

’‘ 2 この要綱において「懇談会等」とは、調停、審査、・諮問又は調査を目的としない行政

運営上の意見の聴取、懇談等の場として、規則の定めるところにより設置されるもので

あって、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求めるものをし寸。

（附属機関の設置）

第3条 附属機関は、法律の定めるところにより設置が義務付けられているものを除き、

次に掲げる条件のいずれにも該当する場合に限り設置するものとする。

( 1) 市民の広範な意見や専門的知識を行政に反映し、又は公正性を確保するため、市民

、各種団体、専門的知識を有する者等の意見を必要とすること。

(2) 前号に規定する者から個別に意見を聴取するだけでは不十分であること。

(3) 他に審議事項を調査審議させる適当な附属機関が存在しないこと。

,.. 2 設置の必要な期間が臨時的なものである場合は、条例に期限を明示すること。

（附属機関の委員の選任〉

第4条 附属機関の委員の選任にあたっては、法令等に特別な定めのある場合を除き、そ

の設置の目的に応じて、市民の幅広い意見及び専門的観点からの意見の反映並びに公正

性の確保を図るため、次の各号に定める事項に留意するものとする。

(1) 委員の選任にあたっては、広く市民の意見を聴くため、広範な各層から選任するこ

と。

(2) 満年齢 70歳を超えた者は、原則として選任しないこと。ただし、充職による選任

等の場合は、この限りでない。

(3) 同一人に複数の委員の職が集中しないよう留意すること。やむを得ず兼務する場合

については、原則として 5機関までとすること。

1 



(4) 委員としての在任期間は、概ね l0年までとし、それ以降は原則として更新をしな

いこと。ただし、充職による選任等の場合は、この限りでない。

(5) 委員の充職の基準を見直し、充i般による選任は、必要最小限にとどめること。

(6) 各種団体に委員の推薦を依頼する場合は、その代表者に限定せず、できるだけ他に

委員の職を兼務していない者を推薦してもらうこと。

(7) 「のべおか女性プラン 2l （平成 l7年度における女性の登用率目標値30 %) J 

に基づき、委員について女性の積極的登用を図ること。

(8) 市職員は原則として委員に任命しないこと。ただし、審議の内容が専門校術的で市

職員の参加が必要不可欠である湯合など特別な事情があると認められる場合は例外と

する。

2 委員を任命する場合は発令行為を行い、委員に対して費用を支払う場合の歳出科目は、

,. 報酬又は費用弁償としての旅費となるものであること。

3 委員の数は、原則として 20人以内とすること。

（附属機関の設置等の見直し）

第5条 既に設置されている附属機関のうち、次の各号のいずれかに該当するものについ

ては、廃止又は統合を検討するものとする。

(1) 所期の目的を達したもの

(2) 社会経済情勢の変化等により必要性が著しく低下してきたもの

(3) 活動の実績が少ないもの

(4) 開催されていても形式的で設置の効果が乏しいもの

(5) 関係者からの意見聴取その他の方法により設置の目的の達成が可能なもの

，‘ (6) 設置の目的、所掌事務及び委員の構成が他の附属機関と類似し、又は重複してい

るもの等、行政の総合性又は効率性の確保の見地から他の附属機関との統合が望ま

しいもの

〈事務手続等〉

第6条 附属機関の設置、廃止、統合及び運営に関する条例等の改正にあたっては、総務

部長、総務課長及び職員課長に合議するものとする。

2 附属機関の委員の選任にあたっては、事前に職員課長に合議すること。なお、合議に

あたっては、委員に任命しようとする者について別に定める様式の名簿を添付するもの

とする。

2 
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（懇談会等の設置、運営基準）

第 7条 懇談会等の設置、運営等にあたっては、次の各号に定める事項に留意するものと

する。

(1) 懇談会等の設置、運営等に係る定めは、規則によること。なお、臨時的なものであ

る場合は、設置の期限を明示すること。

(2) 附属機関と誤って受け取られるような組織としての意思を決定するための手続（議

決手続き及び定足数）による運営を行わないこと。

(3) 懇談会等に係る規則等においては、次の事項に留意するものとする。

ア 附属機関と誤って受け取られるような「審査会J、 「審議会J、 「調査会J、 「

委員会Jを付した名称は用いないこと。

イ 附属機関の所掌事務と誤って受け取られるような「調停するJ、 「審議するJ、

「審査する」、 「諮問するJ、 「答申するJの表現は用いないこと。

ウ 附属機関の審議結果と誤って受け取られるような「答申J、 「建議Jの表現は用

いず、 「報告書J、 「提言書J、 「意見書J等の表現を用いること。

2 第5条及び第 6条第 l項の規定は、懇談会等の設置、運営等について準用する。

〈懇談会等の構成員の決定等）

第8条 懇談会等の構成員の決定等にあたっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 決定に際しては、発令行為を行うこと。

(2) 出席者に対して費用を支払う場合の歳出科目は、報酬又は費用弁償としての旅費

となるものであること。

2 構成員に関するその他の事項については、第4条の規定の趣旨を踏まえて決定するも

，‘ のとする。

3 第6条第2項の規定は、懇談会等の構成員の決定等について準用する。

附員lj

（施行期日〉

この要綱は、平成 ll年 4月1日から実施する。ただし、既に設置されている附属機関

に係る第4条の規定は、平成 11年4月1日以降の最初の改選時期から適用する。

3 



取扱注意 資料2
要綱の運用にあたっての留意事項等（平成 11年4月l日施行〉

1 要綱の運用にあたっての留意事項

{l) 第2条第2項関係

懇談会等とは、行政運営上の意見の聴取、懇談等の場として、規則により設置、運営さ

れるもので、同一名称の下に、同一者に、複数回、継続して参集を求めることを予定して

いるものであり、次に掲げるものは該当しない（単なる会議、会合として除外すること。）。

① 関係行政機関の職員のみを構成員とするもの

② 関係団体問の調整や啓発を目的としたもの

③ 連絡調整を目的としたもの

④ 懇談のみにとどまり、懇談の結果を整理した報告書等の作成を予定しないもの

,,,,. (2) 第 4条関係

,. 

① 第 l項関係

附属機関の委員の構成については、法令等である程度の規定がなされているが、個々

の任命は、執行機関の裁量に委ねられている場合が多いことから、一般的な委員の任命

基準を明示することとしたものである。なお、懇談会等の構成員についても本規定の趣

旨を踏まえて決定するものとする。

第 2号

現に活躍している世代からの幅広い意見を反映し、時代に対応した一層活発な審

議を行うため、 70歳を越える者の任命は原則避けることとした。

第3号

市民の幅広い意見を反映するため、同一人による委員の兼職を 5機関までに制限

することとした。この 5機関には懇談会等を含めるものとする。

第4号

市民の幅広い意見を反映するため、在任期間を制限することとした。なお、本規

定にかかわらずできるだけ再任を重ねないことが望ましい。

第 5号

「充職Jとは、特定の職にある者を、条例等の規定により、附属機関の委員の職

に自動的に充てるものである。

第8号

附属機関の第三者機関としての性格を踏まえ、市職員は原則として委員に任命し

ないこととしたものである。市職員は諮問側として求めに応じて適切な意見の表明

を行うものとする。

4 



~ 

,.. 

②第2項

附属機関の委員は特別職の地方公務員であり、任命に際しては発令行為を行い、報酬

及び必要に応じて旅費を支給すること。

③第3項

効果的、効率的運営を行うため委員数の上限を 20人としたものであり、設置目的や

審議内容等を考慮し、必要最小限の人員とすること。

(3) 第6条第 2項関係

附属機関の委員を任命しようとする場合の職員課長への合議にあたっては、委員に任命

しようとする者について次の事項を記載した所定の様式の名簿を添付するものとする。

なお、本規定は懇談会等の構成員について準用する。

①氏名（ふりがな） ④就任目、任期満了日及び初就任日

② 審議会等における役職名 ⑤ 役職名

③ 年齢 ⑥ 充職による選任の有無

2 附属機関及び懇談会等以外の会議、会合等に関する留意事項

本要綱に規定される附属機関及び懇談会等以外の会議、会合等については、次の事項に

留意すること。

① 会議等の設置、運営に関する定めは規則、訓令等の制度的な形式によらず、原則と

して要綱等によること。

②構成員の決定に際しては、発令行為は行わず、一般の文書により依頼すること。

③ 出席者に対して費用を支払う必要がある場合の歳出科目は、報酬ではなく、報償金

または費用弁償としての旅費となるものであること。

3 庁内プロジェクトチーム等の設置等に関する留意事項

市職員のみで構成するプロジェクトチーム等の設置等については、次の事項に留意する

こと。

① 構成員の決定等に際しては、原則として発令行為は行わず、一般の文書により依頼

すること。

② 関係部課聞の調整や連絡調整等を目的としたものは、会議、会合として除外するこ

と。

③ 設置、構成員の決定等にあたっては、職員課長に合議するものとする。

5 
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② 延市議第 54 号

平成13年 6月 1日

延岡市長根井哲雄様 t口、

延岡市議会議長戸凹行

． 
－ 

， 

議会選出各種審議会委員等の変更及び参画見直しについて（通知〉

,,... 

平成 13年5月 9日に開催されました臨時市議会において、議会の構成が変わり、

標記の各種審議会委員等が変更になりましたので、別紙のとおり通知いたします。

なお、議員の審議会等への参画見直しについては、これまで議会活性化特別委員

会等で議論を重ねて参りましたが、今年度より、段階的にその見直しを実施してい

くことになり、今後、下記の審議会等及び農業委員会については、推薦を辞退する

ことに決定いたしましたJ －一～ー

ご協力をよろしくお願い申し上げます。

コU

,.. 
・延岡市国民健康保険迎営協議会委員【平成 13年度から畦堕望退〕

・好守薙琢属委員【呈盛 13年度から脈経退】

・延布市査葉立地審議会蚕員【平成 14年 11月面函切まで継続、それ以降推関辞退〕

・農業委員会委員【平成 14年7月の任期まで、継続、それ以降推薦辞退】

※参考：土地開発公社型事についても平成 13年度から推薦を畦退
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審議会等の名称 役職名 新委員名

議長 戸田行．徳

延岡市水防協議会委員 総務財政委員長 松田和己

都市建設委員長 宮原則秋

延岡市都市景観審議会委員 都市建設委員長 宮原則秋

経済環境委員長 熊本貞司

,,,.. 延岡市児童環境づくり推進 福祉教育委員長 西原茂樹

懇談会委員

延岡市個人情報保護審議会 副議長 新名種歳

委員 総務財政委員長 松田和己

議 長 戸田行徳

総務財政委員長 松田和己

延岡市人権啓発推進協議会 都市建設委員長 宮原則秋

委員 経済環境委員長 熊本貞司

福祉教育委員長 西原茂樹

延岡市農業振興対策協議会 経済環境委員長 熊本貞司,. 
委員

議長 戸田行徳

五ヶ瀬川水系河川改修並び 副議長 新名種歳

に一般国道10号整備促進期 都市建設委員長 宮原則秋

成会委員 II 副委員長 猪股秀明
／／ 委員 川口大海

滋校長札（f~ ／／ 委員 甲斐英孝
／／ 委員 坂本純一祈l¥ ／／ 委員 甲 斐 武
／／ 委員 福良博
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審議会等の名称

－ 
． 

延岡市安全で住みよいまち

づくり推進協議会

延岡市健康都市推進協議会

委員

延岡市高齢者保健福祉懇話会

委員

延岡街づくり委員会委員

延岡市社会福祉協議会評議員

延岡市海水浴場等管理委員

会委員

延岡市都市計画審議会委員

NO. 2 

役職名 新委員名

経済環境委員長 熊本貞司

議 長 戸田行徳、

福祉教育委員長 西原茂樹

副議長 新名種歳

福祉教育委員長 西原茂樹

議長（顧問） 戸田行徳

経済環境委員長 熊本貞司

福祉教育委員長 西原茂樹

議長 戸田行徳

副議長 新名種歳

（変更なし） 稲田和利

II 湯浅啓祐
／／ 甲斐英孝

※新規推薦 高橋勝

（変更なし） 宮原則秋
II 牧定七
II 新名種歳

II 黒田忠、巳
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附属機関等の段置、運営基準要綱

（趣旨）

第 1条 この要綱は、附属機関及び協絡会、想絞会等の管理に関し、必要な事項を定める

ものとする。

（定義）

第2条 この要綱において「附属機関」とは、地方自治法（昭和22.年法律第67号）第138

条の4第3項の規定により法律文は条例に基づき設置される調停、審査、路間文は調査

を目的とした合後制の機関をいう。

2 この要綱において「協機会、態依会等」と｜私有給者等の意見を牒取し、県の行政に

反映させることを主な目的として、要綱等に基づき開催される協議会、惣談会その他の

会合（協隊会、委員会、想談会、惣話会、研究会等の名称の如何を問わない。）をいう。

（附属機関拘置）

第3条 Pf.t属縄問｜立、法律により設置が義務づけられているものを除き、その飼査審議等

の内容が次の各号．のいずれにも位当する場合同限り設置するものとする。

(1 ) 県民の意見を皮映し、専門的な知識を導入し、文は公正を砲保するため、県民、関

係団体、専門前知肢を有する者等の意見を必要とすることロ

(2) 前号に規定する者から個別の意見の聴取等を行うだけでは不十分であること。

(3) 他！こ当訟審職事項を飼査審隠させる適当匂附属機関が存在しないこと。

2 附属機関の所掌する事務の必要性が臨時的なものである場合は、当該附属機関の設置

条例において当肢附属機関の存続期間を明示するものとする。

（附属機関の委員の倍命）

第4条 附属機関の委員の任命に当たっては、そ！の設置Eの目的に応じて、県民の幅広い憲

見及び専門的観点からの意見の反映並びに公正牲の砲保を図るため、次の各号に定める

事項に留意するものとする（法令等に特別な定めがある場合を除く。）。

(1) 附属機関の機能が十分に発揮されるよう、広く各界各局の中から適切な人材を選任

すること。

(2) 「ニュー！ζいがた女性プランJに基づき女性の委員の積極的な登用に努めること。

(3) 審議等の項目が市町村に関連する附属機－関にあっては、市町村長その他の市町村の

職員を委員l乙任命するよう努めること。

(4) 高齢者については、極力佳命を避けること。

(5）委員を再任する場合は、その在任期聞が引き続き 10年を超えないこと。

(6) 後数の附属機関において同一人を震後して委員に任命しようとする場合は 5機関ま

でとすること。

(7) 県職員は委員に任命しないこと。ただし、審議の内容が専門技術的で県職員の怠加

が不可欠である場合など特別な事情があると惚められる場合は乙の限りでない。

割論判 rn1日！！町時
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(8）委員の数は、原則として 20人以内とすること。

(9) 団体の推薦により委員を選’任する場合は、当飯田体の代表者に限らず、適任者が得

られるよう推薦依頼に当たって配慮すること。

2 前項第4号から第6号の規定は、委員に任命しようとする者が次の各号のいずれかに

該当する場合には適用しないロ

( 1 ) 当骸附属機関の所家事務に密接な関連を有する団体を代表する者と餌められる場合

(2} 当該附属機関の所掌事務に関し特に専門的な知識経験等を有する者がその者以外に

得難い等特別の事情があると認められる場合

（附属機関の公開等）

第5条 附属機関の会織はできる限り公開するよう努めるものとする。

. 2 審議経過を明らかにするため、機事録文は餓事慨要等を作成するものとする。

3 1種事録及び織事概要等は原則公開とし、非公開とするときは、その理由を明らかにす

るものとする。

4 附属機関は、県民等から直接意見を聴取することが適当と認められるときは、意見陳

述の機会を股けるなど十分意見を聴くよう努めるものとする。

（附属機関の段置等の見直し）

第6条 既に股置されている附属機関で、次の寄号のいずれかに舷当するものについては、

廃止又は統合を検討するものとする。

(1) 所期の間的を達したもの

(2）社会経済情勢の変化等により必要性が著しく低下してきたもの

(3) 活動の実績が少ないもの

(4) 開催されていても形式的で政置の効果が乏しいもの・ (5) 関係者からの意昆聴取その他の方法により設置の目的の達成が可能なもの

(6) t位置の目的、所掌事務及び委員の構成が他の附属機関と類似し、又は霊復している

もの等行政の総合性又は効率性の確保の見地から他の附属機関との統合が望ましいも

の

（総務部長への合機等）

第7条 附属機関を位置、廃止又は統合する場合は、当該起薬害を総務部長及び人事課長

に合賎するものとする。

2 附属機関の委員を任命する場合には、知事に属する附属機関にあっては「人事関係内

申及び発令事務取扱要領」第3に基づき人事課長に合餓等をするものとし、知事以外の

執行機関に属する附属機関にあっては委員の任命後速やかに人事課長に報告するものと

する。

到詩刻 rnrn i 1即時
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（協絡会、惣諮会等の開催、運営等）

第8条協蟻会、懇絞会等は、調（卒、審査、路間文は飼査を閏的としない行政運営上の窓

見の聴取、限談等の場として性格付けられるものであることから、その開催、運営等に

当たっては、次の各号に定める事項に留意するものとする。

(1) 協議会、懇談会等の開催、運営等に係る定めは規則、司｜｜令等の制度的な形式によら

ないこと。

・（2) 附属機関と鼠って受け取られるような組織としての意思を決定するための手続（議

決手続ぎ及び定足数）による運営を行わないこと。
.~三.. Y・・., 

(3）協議会、思談会等に る要綱等ぬ関係書類には、次に掲げる表現は用いないことo

・ア 附属機関と誤ってλ1ゴ取ら Lるような「審議会」、 「審査会」、 「調査会J等を

付した名称

イ 附属機関の所掌事務と誤って受け取られるような「審議するJ、 「1苦悶する」、

「答申する」等の褒現

ウ 附属機関の審議結果と誤って受け取られるような「答申J、 「遊説」、 「意見書」

等の表現

2 第5条第 1項及び第6条は協絡会、恕絞会答の開催、運官等について準用する。

3 協議会、懇談会等の会議概要等を作成する場合は、原則公開とし、非公開とするとき

は、その理由を明らかにするものとする。

（協議会、穏談会等の構成員の決定等）

第9条協機会、惣際会等の構成員の決定等に当たっては、次の各号に定める事項に留意

するものとする。

(1) 決定に際しては、 p発令行為は行わず、ー他の文書により依頼すること。

(2) 出席者に対して費用を支払う場合の椴出科目は、報酬ではなく、，報償費又は費用弁

償としての旅費となるものである乙と。

2 協議会、懇談会等の構成員については、第4条の規定の趣旨を暗まえて、決定するも

のとする。

附則

（施行期日）

乙の要綱は、平成 10年4月 1日から実施する。ただし、附属機関の委員の選任にか

かる規定は、平成10年4月1日以降の最初の改選時期から実施する。

明~~I rn 78 11時18分
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人第 6 号

平成10年4月l目

各部局長－機

教育長様

総務部長

附属機関等の設置、運営基準要綱の制定及び運用について〈通知〉

’‘ 
附属機関等の更なる活用と活性化を図るとともに適正な設置、運営を図るため、別紙の

とおり「附属機関等の設置、運営基準要綱Jを制定しましたので通知します。また、問要

綱の運用上必要な事項を下記のとおり通知します。

なお、附属機関等の会議については、要綱第5条第 l項及び第 8条第2項に、できる限

り公開に努める旨規定しているところでありますが、平成10年度に具体的な公開の基準や

手続きを定めた「指針Jを制定する予定でありますので、それまでの聞においても可能な

限り公開に努めて下さい。

『
戸
】

e－円
H

, 要綱の適用範囲

,... (1) 議会及び公安委員会を除くすべての執行機関に属する附属機関

(2) 犠会及び公安委員会を除くすべての執行機関が開催する協議会、懇談会等

2 運用にあたっての留愈事項

第2条関係

第2項

協討を会、懇談会等については、有践者等の意見を聴取し、県行政に反映させること

を目的として開催される会議・会合であることから、次に掲げるものについては該当

しない。

(1) 関係行政機関の職員のみを構成員としたもの

(2) 関係団体問の調整や啓発を目的としたもの

{3）迎絡調態を目的としたもの

到新刻 rnrn i 1時18分
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第4条関係

附属機関の委員の構成については法令文は条例等である程度の規定がなされているが、

個々の任命は職指定の場合を除き執行機関の裁量に委ねられている場合が多いことから

一般的な委員の任命基準を明示することとしたものである。

第4号

現に活随している世代からの幅広い意見を反映し、時代に対応した一層活発な審議

を行うため、高齢者の’任命は極力避けることとした。高齢者の定戦については、附属

機関の審議事項や個人差から、必ずしも一律の年齢制限は適当ではないが、就任時概

ね70歳以上を目安とする。

第5号

各界各層からの幅広い意見を反映するため、在任期間を制限することとした。なお、

本規定にかかわらず、できるだけ再任を重ねないことが望ましい。

第6号

各界各層からの幅広い意見を反映するため、同一人による委員の兼職を5機関まで

に制限する乙ととした。

なお、委員の退任状況及び兼職に関するデータは人事課で庁内LA Nの新潟県人材

データベースに笠録する。

第7号

附属機関の第三者機関としての怯格を踏まえ、県職員の原則除外を規定した。県職

員は、諮問側として求めに応じて適切な意見の表明を行うものとする。

第8号

「20人以内Jとは、効果的な運営を行うための委員数の上限を示したものである

ので、定数の定めにかかわらず、現に任命する委員の数は20人以内とするなど、附

属機関の役置目的や性格等を考慮し、必要最小限の人員とする。ただし、全体の委員

数は多くとも部会等を設けて審絡を行う審議会や、極めて幅広い分野の審議が必要な

審議会などについては例外とすることができる。

剰諮刻 7日7R11日18怖
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第 5条関係

附属機関の具体的運営については、法令等に別段の定めがある場合を除き、当該附属

機関において決定されるべきものであるが、附属機関の会議や議事録等の公開について

は、県民参加型の開かれた県政を進めるよで極めて霊要であるので、会議については個

人情報などの公開できない情報を扱う場合や会議の公正な運営に著しく支陣がある場合

などを除き、できる限り公開に努めるものとし、議事録等については「新潟県情報公開

条例」に基づき適切に対応するほか、県のホームページに蛾せるなど積極的に情報を提

供し、会議運営の透明性の践保に努めるものとする。

第7条関係

第2項

知事に属する附属機関の委員を任命〈再任を含む。）しようとする場合の、人事課長

への合議等に当た勺ては、委員に任命しようとする者の氏名くふりがな〉、所属、職

名、生年月目、当該附属機関への当初の就任年月日を記就した名簿を添付するものと

する。

知事以外の執行機関に属する附属機関の委員を任命（再佳を含む。）した場合の報告

は、上記委員名簿を人事陳長に提出することをもって行うものとする。

第8条関係

第l項

附属機関との区別を明らかにするため、協議会、懇談会等の開催、運営等に当たっ

ての留意事項を設けたものである。当該会議の性格を精査した上で、協犠会、懇談会

等として開催、運営等を行う場合は、附属機関と誤って受け取られることがないよう

厳格な運用に努めるものとする。

第9条関係

第2項

協綴会、懇談会等の構成員についても、附属機関の委員と同様の也旨で、広く各界

各層から決定するものとする。

受｜諦刻 rnrn 11時18分
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非常勤特別職（附属機関及び懇談会等）一覧

波 新たに特別験l；位置づけられるもの

1 附属機関

区分 名 称 備考 区分 名 称 備考

国土利用計画策定審議会 ぺ~~ ！？ 企業立地審議会 エ寺島』

2 長期総合計画審議会 '1 18 都市景観審議会 る？：↑

3 行財政調査会 ’， 19 都市計画審議会 ，， 

4 個人情報保護審議会 ，，.~ 'i' 20 住居表示審議会 ,, 

5 防 災 玄t』 議 ヌ先A主 21 緑化美化推進審議会 刊行外

，－ 6 公務災害情償等認定委員会 1t智~~＇ 22 野田地区土地区画整理審議会 己＆！

7 特別騒騒員報削等審議会 ，， 23 建築審査会 d_ i三

8 特別土地保有脱審議会 五九礼 24 低学指導委員会 J会 ~j』

9 国民健康保険運営協議会 ~，，ゑ 25 公民館運営審議会 ~＇［，.%~』

10 環境審議会 1 : i 26 学校給食共同調理場運営委員会 呼1身、

11 安全で住みよい街づ（り推進協議会 t在字企 27 文化財保護審議会 一之 4じ

12 社会福祉事業基金運用審議会 ~布ミ局 28 図書館協議会 。tレ｛マ戸

13 民生委員推際会 ’F 29 水防協議会 靖子完

14 水産振興委員会 れ九 30 文化功労者選考委員会 業 1ィ乙，． 
15 商工業振興審議会 ~t~ 31 公共事業評価委員会 ：正 1可：

16 中小企業振興セン7－運営委員会 ’B 

2 懇談会等

区分 名 称 備考 名 称 備考

行政改革推進懇談会 業 念品f 6 児童環境づ〈り推進懇談会 1見込

2 女性行政懇話会 業 ィ十~＇ii 7 海水浴場等管理委員会 会1キえ

3 ごみ減量化対策 .Jll~~t会 業 ワ’I-._ 8 了ウトリーチ懇談会 来 包帯t

4 高齢者保健福祉懇話会 業 ぁ~五 9 青少年育成センター運営協議会 ネi-＂%え

5 老人ホーム入所判定委員会 来 ’r 
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審議会等設置・運営基準検討会議要綱

（設置〉

第 l条 法律・条例に基づく付属機関としての審議会や要綱・要領に基づく私的諮問

機関としての協議会、審議会等の設置及び運営について検討を行うため、審議会等

設置・運営基準検討会議を設置する。

（目的）

第 2条 本会は、次に掲げる項目について検討を行い、審議会等の設置・運営の基準

等を策定することを目的とする。

~ (1）審議会等の設置について

(2）審議会等の運営について

（組織）

第 3条本会は別に定める委員をもって構成する。

2 本会に会長を置き、総務部長をもってこれに充てる。

3 本会に副会長を置き、職員課長をもってこれに充てる。

（会議）

第 4条本会の会議は、必要に応じて会長が招集する。... 
（庶務〉

第 5条委員会の庶務は職員課においておこなう。

附則

1 この要綱は、平成 10年7月1日から施行する。
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審議会等設置・運営基準検討会議名簿

役職 布ff 店主 氏 名 備 考

会長 総 務 部 長 高橋 松行

副会長 職 員 課 長 町 田 訓久

委 員 人iι 画 課 長 夏回 邦裕

II %、／也L、 務 課 長 大谷 建

II 交通安全対策室長 佐藤 正勝

e’h 

／／ 高齢者対策課長 長浜 義幸

／／ 農 林 課 長 酒井 隆之

II 商業観光課長 波岡 和雄

II 都市計画課長 沖米国 孝

／／ 建 築住宅課長 柳田 米敏

II （教委）総務課長 津 田 勇

~降


